
広報 

  

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
は
、

在
学
期
間
中
の
国
民
年
金
保
険

料
を
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度

で
す
。 

  

対
象
と
な
る
学
生
は
、
大
学

（
大
学
院
）
、
短
大
、
高
等
学

校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学

校
お
よ
び
個
別
に
定
め
ら
れ
て

い
る
各
種
学
校
に
在
学
す
る
二

十
歳
以
上
の
学
生
な
ど
で
、
学

生
本
人
の
前
年
の
所
得
が
六
十

八
万
円
以
下
で
あ
る
方
で
す
。 

  

承
認
期
間
は
、
四
月
（
ま
た

は
申
請
月
の
前
月
）
か
ら
翌
年

の
三
月
ま
で
と
な
り
ま
す
の
で
、

四
月
か
ら
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
五
月
末
日
ま
で

に
申
請
し
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
年
度
ご
と

に
承
認
さ
れ
る
の
で
、
申
請
は

毎
年
必
要
で
す
。 

  

四
月
か
ら
こ
の
制
度
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は
、
五

月
末
日
ま
で
に
「
国
民
年
金
保

険
料
学
生
納
付
特
例
申
請
書
」

を
市
役
所
、
ま
た
は
最
寄
り
の

支
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

持
　
ち
　
物 

 

▼
国
民
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎

年
金
番
号
通
知
書 

▼
学
生
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
も
の
（
提
示
す
れ
ば
添
付

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。） 

▼
前
年
所
得
の
状
況
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

　
（
平
成
十
六
年
度
の
市
県
民

税
が
土
岐
市
で
課
税
さ
れ
る

方
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。） 

▼
印
鑑
（
学
生
本
人
が
申
請
者

記
入
欄
に
署
名
す
る
場
合
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。） 

◇ 

　
詳
し
く
は
、
市
民
課
国
民
年

金
係
（
内
線
１
３
７
・
１
３
８
）
、

ま
た
は
多
治
見
社
会
保
険
事
務

所
（
1
V
０
２
５
５
）
へ
。 

　
市
で
は
、
福
祉
医
療
費
の
助
成

を
次
の
よ
う
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
手

続
き
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

乳
幼
児
医
療
費
の
助
成
制
度 

 

　
乳
幼
児
（
満
六
歳
到
達
後
、
最

初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
）
の
入

院
・
外
来
に
対
し
て
、
医
療
費
の

自
己
負
担
分
を
助
成
し
ま
す
。 

母
子
家
庭
等
の 

　
　
医
療
費
助
成
制
度 

　
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
現
に
十

八
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を
扶
養
し

て
い
る
方
お
よ
び
そ
の
方
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
お
子
さ
ん
（
十
八
歳

に
な
っ
た
日
以
降
最
初
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
）
に
対
し
て
、
医
療

費
の
自
己
負
担
分
を
助
成
し
ま
す
。 

父
子
家
庭
児
童
の 

　
　
医
療
費
助
成
制
度 

　
十
八
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
（
十

八
歳
に
な
っ
た
日
以
降
最
初
の
三

月
三
十
一
日
ま
で
）
を
養
育
し
て

い
る
父
子
家
庭
に
対
し
、
お
子
さ

ん
の
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
助

成
し
ま
す
。 

重
度
心
身
障
害
者（
児
）の 

医
療
費
助
成
制
度 

　
身
体
障
害
者
手
帳
（
一
級
〜
三

級
）
、
療
育
手
帳
（
Ａ
１
、
Ａ
２
、

Ｂ
１
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

に
対
し
て
、
医
療
費
の
自
己
負
担

分
を
助
成
し
ま
す
。 

精
神
障
害
者
の 

　
　
通
院
医
療
費
助
成
制
度 

　
精
神
に
障
害
が
あ
り
「
通
院
医

療
費
公
費
負
担
患
者
票
」
の
交
付

を
受
け
て
い
る
方
に
対
し
て
、
交

付
対
象
と
な
る
医
療
費
の
自
己
負

担
分
の
二
分
の
一
を
助
成
し
ま
す
。 

重
度
心
身
障
害
者 

老
人
特
別
助
成
金
支
給
制
度 

　
六
十
五
歳
以
上
の
方
で
身
体
障

害
者
手
帳
（
一
級
〜
三
級
）
、
療

育
手
帳
（
Ａ
１
、
Ａ
２
、
Ｂ
１
）
、

戦
傷
病
者
手
帳
（
特
別
項
症
〜
第

四
項
症
）
を
持
ち
、
か
つ
、
身
体

障
害
者
手
帳
四
級
ま
で
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
に
対
し
て
、
医
療

費
の
一
部
負
担
金
を
助
成
し
ま
す
。 

六
十
九
歳
老
人
の 

　
　
医
療
費
助
成
制
度 

　
六
十
九
歳
で
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
に
、
六
十
九
歳
の
誕
生
月

の
翌
月
か
ら
七
十
歳
の
誕
生
月
の

末
日
ま
で
の
一
年
の
間
、
医
療
費

の
自
己
負
担
分
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。
毎
月
該
当
者
に
通
知
書
を

発
送
し
ま
す
。 

 
※
自
己
負
担
分
と
は
、
皆
さ
ん

が
加
入
し
て
い
る
保
険
機
関
が

九
割
か
ら
七
割
を
医
療
機
関
に

支
払
う
た
め
、
あ
な
た
が
負
担

す
る
残
り
の
一
割
か
ら
三
割
ま

で
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。 

 　
　
　
　
　
　
◇ 

　
詳
し
く
は
、
い
き
が
い
福
祉
課 

給
付
係（
内
線
１
５
４
・
１
５
５
） 

へ
ど
う
ぞ
。 


